
雄
物
川
流
域
８
市
町
村
の
住
民
が
一

斉
清
掃
を
実
施
し
ま
す
。
秋
田
市
は
７

月
28
日
(日)
開
催

で
、
当
日
午
前
８

時
ま
で
に
、
秋
田

大
橋
茨
島
側
の
雄

物
川
右
岸
に
集
合

し
て
く
だ
さ
い
。

作
業
時
間
は
約
１

時
間
で
す
。

申
し
込
み
▼

７
月

25
日
(木)
ま
で
、
電
話
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

で
氏
名
と
連
絡
先
を
環
境
保
全
課
へ
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。☎

(８
８
８
)５
７
１
１
 

Ｅ
メ
ー
ル
 ro-evp
l@
city.akita.akita.jp

ご
み
の
焼
却
は
、
法
律
で
原
則
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
野
外
焼
却
は
、
５
年

以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
千
万
円
以
下

の
罰
金
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
併
科
(同
時

に
２
つ
)に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

家
庭
ご
み
は
集
積
所
へ
出
し
、
事
業

所
ご
み
は
許
可
業
者
に
委
託
す
る
な
ど

し
て
、
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

廃
棄
物
対
策
課

☎
(８
８
８
)５
７
１
３

町
内
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
子
ど
も

会
、
職
場
、
学
校
な
ど
の
団
体
や
個
人

が
対
象
で
す
。
応
募
い
た
だ
い
た
花
壇

を
８
月
下
旬
か
ら
９
月
上
旬
に
巡
回

し
、
優
秀
な
花
壇
を
表
彰
し
ま
す
。

申
し
込
み
▼

所
定
の
申
込
書
で
、
７
月

26
日
(金)
ま
で
に
秋
田
市
民
憲
章
推
進
協

議
会
事
務
局
(市
役
所
２
階
の
中
央
市

民
Ｓ
Ｃ
内
)へ

●
問
い
合
わ
せ

秋
田
市
民
憲
章
推
進

協
議
会
事
務
局
☎
(８
８
８
)５
６
５
３

８
文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の検
索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します。
秋田市ホームページ https://www.city.akita.lg.jp

  

サイト内検索 よくある質問検索 広報 ID 検索

  

｢広報ID番号｣をここに入力！

●文中｢SC｣はサービスセンターの略

７
月
15
日
(月)
｢海
の
日
｣は

家
庭
ご
み
と
資
源
化
物
を

平
常
ど
お
り
収
集
し
ま
す

収
集
日
に
あ
た
っ
て
い
る
地
区
の
か
た

は
お
忘
れ
な
く
。

環
境
都
市
推
進
課
☎
(８
８
８
)５
７
０
９

今
月
納
期
の
市
税

▼
固
定
資
産
税
第
２
期

▼
国
民
健
康
保
険
税
第
１
期

…
納
期
限
７
月
31
日
(水)

納
期
内
に
納
付
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
市
税
の
納
付
に
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

納
税
課
☎
(８
８
８
)５
４
８
３

国
保
年
金
課
☎
(８
８
８
)５
６
３
４

野
外
焼
却
は
禁
止
！

み
ん
な
で
雄
物
川
を

き
れ
い
に
し
よ
う

緑
化
コ
ン
ク
ー
ル

参
加
者
募
集
！

【
投
票
日
】

７
月
21
日
(日)

【
投
票
時
間
】

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

(河
辺
･雄
和
地
域
は
午
後
７
時
ま
で
)

秋
田
県
選
出
議
員
･比
例
代
表
選
出
議
員

参
議
院
議
員
選
挙

こ
の
一
票
で
 

輝
く
未
来
 令
和
の
時
代

【
公
示
日
】
７
月
４
日
(木)

期
日
前
投
票
を
行
う
際
は
、
事
前

に
入
場
券
裏
面
の
｢宣
誓
書
｣に
記
入

し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

７
月
５
日
(金)
▼

20
日
(土)

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

＊
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す
。
公
共
交
通
機
関

か
乗
り
合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
秋
田
大
学
手
形
キ
ャ
ン
パ
ス

７
月
10
日
(水)
午
前
11
時
〜
午
後
５
時

■
北
部
市
民
Ｓ
Ｃ
１
階

西
部
市
民
Ｓ
Ｃ
３
階

７
月
14
日
(日)
▼

20
日
(土)

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時

■
河
辺
市
民
Ｓ
Ｃ
２
階

雄
和
市
民
Ｓ
Ｃ
１
階

岩
見
三
内
･大
正
寺
の
各
連
絡
所

７
月
14
日
(日)
▼

20
日
(土)

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
秋
田
駅
西
口
(２
階
)ぽ
ぽ
ろ
ー
ど

イ
オ
ン
モ
ー
ル
秋
田
(２
階
)　

７
月
14
日
(日)
▼

20
日
(土)

午
前
10
時
〜
午
後
８
時

▼

県
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
指
定
さ

れ
て
い
る
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
に
入
院
ま
た
は
入
所
中
の
か
た

▼

仕
事
の
都
合
な
ど
で
他
の
市
町
村

に
滞
在
し
て
い
る
か
た

＊
電
子
申
請
も
利
用
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
、
選
挙
管
理
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼

身
体
障
害
者
手
帳
も
し
く
は
戦
傷
病

者
手
帳
を
お
持
ち
で
、
一
定
の
障
が

い
の
あ
る
か
た
、
ま
た
は
介
護
保
険

の
要
介
護
５
の
か
た
は
、
郵
便
な
ど

に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票
が
で
き
る
か
た

投
票
所
が
変
わ
り
ま
す

▼

第
９
投
票
区
｢牛
島
小
学
校
｣

→
｢南
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

別
館
｣に
変
更

▼

第
110
投
票
区
｢種
沢
自
治
会
館
｣

→
｢太
子
前
自
治
会
館
｣に
変
更

●
問
い
合
わ
せ

秋
田
市
選
挙
管
理

委
員
会
☎
(８
８
８
)５
７
８
６



９ 広報あきた　2019年７月５日号

【
寄
付
者
】

日
本
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
協
会

秋
田
支
部

福
祉
事
業
に
役
立
て
て
ほ

し
い
と
、
イ
ベ
ン
ト
の
収
益

金
の
一
部
５
万
円
を
寄
付
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

福
祉
総
務
課
☎
(８
８
８
)５
６
５
７

…
写
真
は
５
月
29
日
の
贈
呈
式
で
。
日
本
バ

ー
テ
ン
ダ
ー
協
会
秋
田
支
部
の
佐
藤
 豪
支

部
長
(右
)と
穂
積
市
長

【
寄
付
者
】
オ
カ
ベ
時
計
店

地
域
振
興
の
た
め
、
南
部

市
民
Ｓ
Ｃ
別
館
に
屋
外
設
置

用
掛
時
計
を
寄
付
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
南
部
市
民
Ｓ

Ｃ
☎
(８
３
８
)１
２
１
２

…
写
真
は
６
月
10
日
の
贈
呈
式

で
。
前
列
中
央
が
オ
カ
ベ
時

計
店
の
岡
部
 司
さ
ん
、
前
列
左
が
南
部
地

域
づ
く
り
協
議
会
の
佐
藤
義
明
会
長

18
歳
ま
で
の
子
ど
も
の
た
め
の
電
話

相
談
(チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
)の
受
け
手

に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

子
ど
も
た
ち
の
｢こ
こ
ろ
の
居
場
所
｣

づ
く
り
の
た
め
に
、
電
話
の
受
け
手
に

必
要
な
こ
と
を
学
び
ま
す
。
受
け
手
に

な
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
か
た
で
も
受

講
で
き
ま
す
。

日
時
▼

７
月
27
日
(土)
、
８
月
18
日
(日)
･31

日
(土)
、
９
月
８
日
(日)
、
10
月
20
日
(日)
、

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時
　

会
場
▼

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
洋
室
４
(市
役
所

３
階
)　
受
講
料
▼

１
講
座
500
円
、
全
講

座
２
千
円
　
先
着
▼

30
人

申
し
込
み
▼

７
月
８
日
(月)
午
前
９
時
か

ら
生
活
総
務
課
☎
(８
８
８
)５
６
５
０

冬
期
間
の
野
菜

や
花
き
の
栽
培
を
学
ぶ
研
修
生
を
５
人

程
度
募
集
し
ま
す
。
選
考
は
面
接
審
査

に
よ
り
ま
す
。

対
象
▼

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
か
た
。

・
秋
田
市
在
住
の
農
業
者
な
ど
で
、
お

お
む
ね
65
歳
以
下
の
か
た
　

・
販
売
を
目
的
と
し
て
、
新
た
に
冬
期

間
の
園
芸
作
物
生
産
に
取
り
組
も
う

と
す
る
か
た

・
心
身
と
も
に
健
康
で
、
６
か
月
の
研

修
が
受
講
可
能
な
か
た

研
修
期
間
▼

10
月
か
ら
３
月
ま
で
の
毎

週
木
曜
、
午
前
10
時
〜
正
午
と
午
後
１

時
〜
３
時
の
４
時
間

会
場
▼

園
芸
振
興
セ
ン
タ
ー
(仁
井
田
)

栽
培
実
習
▼

ホ
ウ
レ
ン
草
、
チ
ン
ゲ
ン

菜
、
ア
ス
パ
ラ
菜
、
こ
ま
つ
な
、
リ
ー

フ
レ
タ
ス
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
コ
リ

ー
、
促
成
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
菊
、
キ
ン

ギ
ョ
ソ
ウ
な
ど
の
種
ま
き
、
育
苗
、
栽

培
管
理
、
出
荷
調
製
作
業
な
ど

講
義
▼

作
付
計
画
づ
く
り
、
作
型
と
栽

培
技
術
、
施
設
の
設
備
、
資
材
、
機
械

な
ど
(冬
期
農
業
に
取
り
組
ん
で
い
る

農
家
の
視
察
も
)

申
し
込
み
▼

園
芸
振
興
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
所
定
の
申

込
書
で
、
８
月
20
日
(火)
(必
着
)ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

■
広
報
ID
番
号
１
０
０
７
０
８
９

●
問
い
合
わ
せ

園
芸
振
興
セ
ン
タ
ー

☎
(８
３
８
)０
２
７
８

｢確
認
証
｣を
提
示
す
る
と
、
社
会
福

祉
法
人
が
提
供
す
る
在
宅
･施
設
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
の
25
％
を
軽
減

し
ま
す
(老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は

50
％
を
軽
減
)。

対
象
▼

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
か
た

で
、
収
入
･世
帯
状
況
な
ど
を
勘
案

し
、
生
計
が
困
難
で
あ
る
と
市
が
認
め

た
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

②
単
身
世
帯
で
年
間
収
入
が
150
万
円
以

下
(世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に

50
万
円
を
加
算
)

③
単
身
世
帯
で
預
貯
金
な
ど
の
額
が
350

万
円
以
下
(世
帯
員
が
１
人
増
え
る

ご
と
に
100
万
円
を
加
算
)

④
日
常
生
活
に
使
う
資
産
以
外
に
活
用

で
き
る
資
産
が
な
い

⑤
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養

さ
れ
て
い
な
い

⑥
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

◆
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

(※
＝
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
含
む
)

在
宅
サ
ー
ビ
ス
▼

訪
問
介
護
、
(地
域
密

着
型
)通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護

(※
)、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
(※
)、

介
護
予
防
･生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

な
ど

施
設
サ
ー
ビ
ス
▼

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

＊
生
活
保
護
受
給
者
の
場
合
、
在
宅
サ

ー
ビ
ス
の
短
期
入
所
生
活
介
護
(※
)

と
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
利
用
が
対
象
で
、
居
住
費
(滞

在
費
)の
全
額
を
軽
減
し
ま
す
。

申
し
込
み
▼

介
護
保
険
課
(市
役
所
２
階
)

に
あ
る
申
請
書
と
課
税
状
況
調
査
へ
の

同
意
書
(世
帯
全
員
の
同
意
と
押
印
が

必
要
)、
収
入
状
況
等
申
告
書
、
収
入
･

資
産
･預
貯
金
･扶
養
状
況
を
確
認
で
き

る
書
類
を
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課
企
画
･

給
付
担
当
☎
(８
８
８
)５
６
７
４

冬
期
農
業
研
修
生
を

募
集
し
ま
す

子
ど
も
電
話
の
受
け
手

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
を

軽
減
す
る
｢社
会
福
祉
法
人

利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証
｣

の
申
請
を
お
忘
れ
な
く

現
在
、
｢確
認
証
｣を
お
持
ち
の
か
た

は
、
７
月
31
日
(水)
で
期
限
が
切
れ
ま

す
の
で
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す

市
へ
の
寄
付

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す


